
第
１
章

か
ご
し
ま
の
祭
り
・
行
事
調
査
の
概
要
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１

目
的

鹿
児
島
県
に
は
、
地
域
ご
と
に
特
色
の
あ
る
伝
統
的
な
祭
り
・
行
事

が
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
祭
り
・
行
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
文
化

の
核
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
地
域
住
民
を
結
集
す
る
大
切
な
役

割
を
果
た
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
急
激
な
社
会
的
環
境
の
変
化
に
よ
り
、
祭

り
・
行
事
の
形
態
が
変
貌
し
、
消
滅
す
る
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の

が
現
状
で
あ
る
。

本
調
査
は
、
県
内
に
広
く
分
布
す
る
無
形
民
俗
文
化
財
の
中
か
ら
、

祭
り
・
行
事
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
文
化
財
保
護
の
立
場
か
ら
主
要
な

も
の
に
つ
い
て
現
況
を
調
べ
、
保
護
施
策
立
案
の
基
礎
資
料
と
し
、
あ

わ
せ
て
地
域
文
化
の
高
揚
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

事
業
主
体

鹿
児
島
県
（
調
査
主
体

鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
）

３

調
査
期
間

平
成

年
度
～
平
成

年
度

27

29

４

調
査
協
力
機
関

各
市
町
村
教
育
委
員
会

５

調
査
対
象

県
内
全
域

６

調
査
組
織
と
役
割

調
査
委
員
会

（１）
鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、

専
門
の
知
識
を
有
す
る
学
識
経
験
者
か
ら
な
る
「
か
ご
し
ま
の
祭
り

・
行
事
調
査
委
員
会
」
（
以
下
「
調
査
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織

し
た
。
調
査
委
員
会
は
、
基
礎
調
査
の
調
査
地
区
の
区
分
、
調
査
項

目
の
選
定
、
調
査
票
の
様
式
及
び
基
礎
調
査
の
調
査
員
の
配
置
等
に

つ
い
て
検
討
・
審
議
を
行
っ
た
。

ま
た
、
調
査
委
員
会
は
、
基
礎
調
査
の
成
果
に
基
づ
い
て
作
成
さ

れ
る
県
内
の
祭
り
・
行
事
一
覧
表
、
実
地
調
査
の
テ
ー
マ
及
び
調
査

地
に
つ
い
て
検
討
・
審
議
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
基
づ
き
、
調
査
委
員
会
は
実
地
調
査
を
行
い
、
報
告
書
を

作
成
し
た
。

調
査
員

（２）
各
市
町
村
教
育
委
員
会
の
推
薦
に
よ
り
、
調
査
地
区
ご
と
に
１
人

の
調
査
員
を
委
嘱
し
、
担
当
す
る
調
査
地
区
内
の
祭
り
・
行
事
に
つ

い
て
、
調
査
票
に
よ
る
基
礎
調
査
を
行
っ
た
。

７

調
査
組
織

［
調
査
委
員
］

原
口

泉

（
志
學
館
大
学
人
間
関
係
学
部
教
授
）
※
委
員
長

德
丸

亜
木
（
筑
波
大
学
人
文
社
会
系
教
授
）

井
上

賢
一
（
鹿
児
島
民
具
学
会
幹
事
）

小
川

学
夫
（
鹿
児
島
純
心
女
子
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
）

小
島

摩
文
（
鹿
児
島
純
心
女
子
大
学
国
際
人
間
学
部
教
授
）

出
村

卓
三
（
鹿
児
島
民
俗
学
会
幹
事
）

牧
島

知
子
（
鹿
児
島
県
文
化
財
保
護
審
会
委
員
）

松
原

武
実
（
鹿
児
島
国
際
大
学
名
誉
教
授
）

［
地
区
調
査
員
］

４
ペ
ー
ジ
参
照

［
報
告
書
作
成
協
力
者
］

森
田

清
美
（
志
學
館
大
学
非
常
勤
講
師
）

８

調
査
内
容

基
礎
調
査
（
平
成

年
度
）

（１）

27

各
地
区
の
調
査
員
が
文
献
及
び
聞
取
調
査
等
を
行
い
、
基
礎
調
査
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票
（
６
ペ
ー
ジ
参
照
）
に
ま
と
め
た
。

実
地
調
査
（
平
成

年
度
～
平
成

年
度
）

（２）

27

29

基
礎
調
査
の
結
果
を
受
け
て
、
調
査
委
員
会
に
お
い
て

件
の
祭

50

り
・
行
事
を
選
定
し
、
調
査
委
員
が
実
地
調
査
を
行
っ
た
。

報
告
書
の
作
成
・
刊
行
（
平
成

年
度
）

（３）

29

基
礎
調
査
及
び
実
地
調
査
の
結
果
を
調
査
報
告
書
と
し
て
刊
行
し

た
。

９

経
過

平
成

年
度

（１）

27

第
１
回
調
査
委
員
会
（
６
月
２
日

鹿
児
島
県
青
少
年
会
館
）

調
査
地
区
割
り
、
調
査
員
、
調
査
テ
ー
マ
及
び
調
査
票
に
つ

い
て
検
討

第
２
回
調
査
委
員
会
（
２
月

日

ホ
テ
ル
ウ
ェ
ル
ビ
ュ
ー
か
ご
し
ま
）

29

鹿
児
島
県
独
自
テ
ー
マ
の
設
定
、
実
地
調
査
候
補
の
選
定
及

び
報
告
書
に
つ
い
て
検
討

平
成

年
度

（２）

28

第
３
回
調
査
委
員
会

(

５
月

日

ホ
テ
ル
ウ
ェ
ル
ビ
ュ
ー
か
ご
し
ま)

23

鹿
児
島
の
独
自
テ
ー
マ
、
基
礎
調
査
票
の
分
類
と
整
理
、
実

地
調
査
候
補
の
選
定
及
び
調
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
検
討

第
４
回
調
査
委
員
会
（
２
月

日

鹿
児
島
県
青
少
年
会
館
）

14

基
礎
調
査
票
の
整
理
・
追
加
、
調
査
報
告
書
の
執
筆
分
担
及

び
鹿
児
島
の
独
自
テ
ー
マ
に
つ
い
て
検
討

平
成

年
度

（３）

29

第
５
回
調
査
委
員
会
（
５
月

日

ホ
テ
ル
ウ
ェ
ル
ビ
ュ
ー
か
ご
し
ま
）

26

本
年
度
の
実
地
調
査
、
基
礎
調
査
票
の
整
理
、
実
地
調
査
報

告
書
及
び
テ
ー
マ
別
概
観
に
つ
い
て
検
討

第
６
回
調
査
委
員
会
（
９
月

日

鹿
児
島
県
庁
）

13

報
告
書
の
主
な
構
成
及
び
作
成
部
数
等
、
報
告
書
作
成
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
及
び
報
告
書
の
原
稿
作
成
に
つ
い
て
検
討

第
７
回
調
査
委
員
会
（
１
月

日

鹿
児
島
県
庁
）

30

調
査
報
告
書
（
案
）
の
内
容
に
つ
い
て
検
討

【
事
務
局
】

鹿
児
島
県
教
育
庁
文
化
財
課

課
長

志
戸

正
文
（
平
成

年
度
）

27

課
長

松
下

進

（
平
成

～

年
度
）

28

29

課
長
補
佐

家
弓

浩
明
（
平
成

～

年
度
）

27

28

課
長
補
佐

萩
原

浩
一
（
平
成

年
度
）

29

主
任
文
化
財
主
事
兼

指
定
文
化
財
係
長

坂
本

昌
弥
（
平
成

～

年
度
）

27

28

主
任
文
化
財
主
事
兼

指
定
文
化
財
係
長

鈴
木

敏
之
（
平
成

年
度
）

29

文
化
財
主
事

小
林

晋
也
（
平
成

年
度
）

27

文
化
財
主
事

西
園

勝
彦
（
平
成

年
度
）

27

文
化
財
主
事

井
口

俊
二
（
平
成

～

年
度
）

28

29

文
化
財
主
事

園
田

美
雪
（
平
成

～

年
度
）

28

29
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市
町
村
名

地
区
名

地
区
調
査
員

吉
野

町

泰
樹

伊
敷

中
央

東
桜
島

桜
島

森
田

清
美

吉
田

松
元

鹿
児
島
市

郡
山

鴨
池

城
西

谷
山

米
原

正
晃

谷
山
北

武
・
田
上

喜
入

三
島
村

三
島

佐
藤

央
隆

十
島
村

十
島

川
野

和
昭

伊
集
院

紙
屋

和
信

日
置
市

吹
上

川
元

茂
信

東
市
来

楠
生

恭
二

日
吉

大
迫

一
弘

い
ち
き

市
来

徳
重

涼
子

串
木
野
市

串
木
野
東
部

石
堂

次
美

串
木
野
西
部

所
崎

平

指
宿
北
部

枝
田

富
雄

指
宿
市

指
宿
南
部

森
田

秋
弘

山
川

藏
薗

治
己

開
聞

上
野

景
俊

枕
崎
市

桜
山
・
別
府

山
崎

盛
隆

市
町
村
名

地
区
名

地
区
調
査
員

枕
崎
市

枕
崎
・
立
神

牛
山

好
治

川
辺

新
地

浩
一
郎

南
九
州
市

頴
娃

諸
留

正
明

知
覧

若
松

重
弘

加
世
田

万
世

南

さ

つ

ま

笠
沙

窪

成
子

市

金
峰

坊
津

大
浦

川
南

荒
田

邦
子

川
北

丸
目

直
樹

樋
脇

持
永

八
洲
郎

摩

川

内

祁
答
院

松
田

俊
一

市

入
来

東
郷

公
夫

東
郷

山
元

一
友

甑
島
北
部

早
瀬

清

甑
島
南
部

泉

さ
や
か

宮
之
城

野
崎

正
寛

さ
つ
ま
町

鶴
田

原
田

紀
史

摩

上
井

光
晴

阿
久
根
市

一
区

浜
田

健
二

二
区

河
北

篤
司

長
島
町

東

田
中

秀
臣

長
島

山
﨑

友
喜

一
区

萩
原

輝
男

出
水
市

二
区

登
野
城

善
継

三
区

濱
田

修

市
町
村
名

地
区
名

地
区
調
査
員

出
水
市

高
尾
野
町

上
原

憲
一

野
田
町

松
浦

彬

姶
良
町

岩
元

康
成

姶
良
市

加
治
木
町

関

一
之

蒲
生
町

深
野

信
之

伊
佐
市

大
口

齋
木

貢

菱
刈

原
田

純
一

湧
水
町

栗
野

市
来

隼
人

吉
松

平
島

久
弘

国
分
西
部

小
野

都
子

国
分
東
部

神
宮
司

耕
二

牧
園

手
嶋

正
次

霧
島
市

隼
人

野
村

健
一

霧
島

宮
ノ
内

正
治

福
山

前
田

義
人

横
川

有
川

和
秀

溝
辺

長
谷
川

喜
一

財
部

住
吉

勉

曽
於
市

大
隅

山
口

良
久

末
吉

上
原

尚
士

志
布
志

志
布
志
市

松
山

那
加
野

久
廣

有
明

垂
水
市

垂
水
市
北
部

川
﨑

あ
さ
子

垂
水
市
南
部

羽
生

文
彦

鹿
屋
一
地
区

立
元

良
三

鹿
屋
市

鹿
屋
二
地
区

稲
村

博
文

鹿
屋
三
地
区

隈
元

信
一

地区調査員一覧

薩

摩

川

内

市
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地区調査員一覧

市
町
村
名

地
区
名

地
区
調
査
員

輝
北

歌
丸

千
敏

鹿
屋
市

串
良

田
畑

博
司

吾
平

海
老
原

寛
業

東
串
良
町

東
串
良

江
口

政
廣

大
崎
町

大
崎

小
野

辰
男

肝
付
町

高
山

近
藤

津
代
志

内
之
浦

矢
野

規
男

錦
江
町

大
根
占

長
濱

正
明

田
代

中
原

照
幸

南
大
隅
町

佐
多

黒
葛
原

英
己

根
占

鹿
間

久
美
子

西
之
表
市

北
部

長
野

勝

南
部

尾
形

之
善

南
種
子
町

南
種
子

石
堂

和
博

中
種
子
町

中
種
子

岩
坪

博
秀

屋
久
島
町

屋
久

岩
山

鶴
美

上
屋
久

田
中

一
巳

名
瀬
市
街

住
用

奄
美
市

古
見
方

久

伸
博

笠
利

上
方

下
方

大
和
村

大
和

中
山

昭
二

宇
検
村

宇
検

田
中

聡
子

龍
郷
町

龍
郷

小
野

純
子

瀬
戸
内
町

瀬
戸
内

徳
本

薫
子

喜
界
町

喜
界

外
内

淳

市
町
村
名

地
区
名

地
区
調
査
員

伊
仙
町

伊
仙

宮
前

延
代

天
城
町

天
城

松
村

義
則

徳
之
島
町

徳
之
島

町
田

進

和
泊
町

和
泊

東
郷

重
毅

知
名
町

知
名

大
山

倭

与
論
町

与
論

麓

才
良

例
言

１

本
書
は
、
鹿
児
島
県
が
平
成

年
度
か

27

ら

年
度
ま
で
文
化
庁
の
国
庫
補
助
を
受

29
け
て
実
施
し
た
「
か
ご
し
ま
の
祭
り
・
行

事
調
査
事
業
」
の
報
告
書
で
あ
る
。

２

こ
の
事
業
は
、
文
化
庁
の
「
祭
り
・
行

事
調
査
実
施
要
項
」
に
基
づ
き
、
鹿
児
島

県
が
「
か
ご
し
ま
の
祭
り
・
行
事
調
査
実

施
要
項
」
を
定
め
て
実
施
し
た
。

３

調
査
は
、
県
内
各
市
町
村
教
育
委
員
会

の
協
力
を
得
て
基
礎
調
査
及
び
実
地
調
査

を
行
っ
た
。

４

基
礎
調
査
は
、
各
市
町
村
教
育
委
員
会

の
推
薦
に
基
づ
き
、
事
務
局
が
依
頼
し
た

地
区
調
査
員
が
、
所
定
の
基
礎
調
査
票
に

基
づ
き
実
施
し
た
。
基
礎
調
査
の
結
果
は
、

第
４
章
に
「
基
礎
調
査
一
覧
」
と
し
て
掲

載
し
た
。

５

実
地
調
査
は
、
基
礎
調
査
の
結
果
を
も

と
に
選
定
し
、
調
査
委
員
及
び
事
務
局
が

実
施
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
調
査
を
担
当

し
た
調
査
委
員
が
執
筆
し
、
「
第
３
章
詳

細
調
査
報
告
」
と
し
て
掲
載
し
た
。

６

実
地
調
査
の
執
筆
分
担
は
、
各
報
告
の

末
尾
に
執
筆
者
を
記
し
た
。

７

巻
頭
写
真
及
び
本
文
中
に
掲
載
し
た
写

真
は
原
則
と
し
て
実
地
調
査
時
に
調
査
委

員
が
撮
影
し
た
も
の
を
使
用
し
た
。
そ
の

他
市
町
村
教
育
委
員
会
か
ら
提
供
を
受
け

た
場
合
は
、
各
報
告
の
末
尾
に
記
し
た
。

８

本
書
の
編
集
は
、
調
査
委
員
の
指
導
の

も
と
、
鹿
児
島
県
教
育
庁
文
化
財
課
が
行

っ
た
。

９

本
書
中
の
市
町
村
名
は
、
平
成

年
３

30

月
現
在
の
も
の
で
あ
る
。

詳
細
調
査
報
告
内
の
地
図
は
、
国
土
地

10
理
院
の
も
の
を
使
用
し
た
。
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